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                          定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は平成 23 年 2 月 14 日開催の取締役会において、平成 23 年３月 30 日開催予定の第

56 回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

記 

 
１．変更の理由 

① 当社は、既に警備業法に基づく公安委員会の認定を受け、博覧会、展覧会等の各

種イベントの実施に附随して警備業を行なっておりますが、事業内容の明確化を図

るため、現行定款第２条につきまして事業目的を追加するものであります。 

② 経営環境の変化に応じて、取締役会の決議をもって適切な名称を付した役付取締役 

を定めることができるようにするため、現行定款第 21 条につきまして所要の変更を

行うものであります。 

③ コーポレートガバナンスの強化に向けた取組みの一環として、業務執行の中核で

ある取締役社長に対する取締役会の監督機能を向上させるため、現行定款第 22 条に

つきまして、取締役社長と取締役会議長を分離し、取締役会の招集権者および議長

を取締役社長以外の取締役とする旨の変更を行うものであります。 

 
２．定款変更の内容 
  変更の内容は次のとおりであります。 
                         （下線は変更部分であります。） 

    現  行  定  款      変   更   案 

（目 的） 

第２条 当会社は下記の事業を営むことを 

目的とする。 

(1) 

 

(22) 

     【新  設】 

  (23) その他前各号に附帯または関連する

一切の業務 

 

（目 的） 

第２条    【現行どおり】 

 

(1) 

 

(22)  

(23) 警備業法に基づく警備業 

  (24) その他前各号に附帯または関連する

一切の業務 

【条文省略】 【現行どおり】 
～ ～ 

 
 

  1 



  2 

 
    現  行  定  款      変   更   案 

 

（代表取締役、役付取締役および相談役） 

第21条  取締役会は取締役の中から代表取

締役を選定する。 

２．取締役会の決議をもって、取締役会長１

名、取締役副会長１名、取締役社長１名を

選任することができる。 
３．取締役会の決議をもって、相談役若干名

を選任することができる。  

 

（代表取締役、役付取締役および相談役） 

第 21 条 取締役会は取締役の中から代表取

締役を選定する。 

２．取締役会の決議をもって、取締役会長、

取締役副会長、取締役社長その他の名称を

付した取締役を定めることができる。 
３．取締役会の決議をもって、相談役若干名

を定めることができる。  

（取締役会の招集） 

第 22 条 取締役会は法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長がこれを招集

し、その議長となる。 

 

２．取締役社長に事故あるときは、予め取締

役会の定めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。  

（取締役会の招集） 

第 22 条 取締役会は法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長以外の取締役の

なかから取締役会が選定した取締役がこれ

を招集し、その議長となる。 

２．前項の取締役に事故あるときは、予め取

締役会の定めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。  

 
３．日  程 
  定款変更のための株主総会開催日（予定）： 平成 23 年３月 30 日（水） 

  定款変更の効力発生日（予定）： 平成 23 年３月 30 日（水） 

 

以 上 

 


